
窓口変更のお知らせ

令和７年４月１日から
窓口が変わります

●柏土木事務所が所管している野田市※及び鎌ケ谷市※の区域
における建築に関する事務については県庁建築指導課へ、
●夷隅土木事務所が所管している勝浦市、いすみ市、大多喜町
及び御宿町の区域における建築及び宅地に関する事務
については⾧生土木事務所へ窓口が変更となります。
●千葉県では各種窓口申請のオンライン化等を進めており、
裏面のオンライン申請等もご活用のほどお願いいたします。

柏土木事務所
建築宅地課

⾧生土木事務所
建築宅地課

(茂原市茂原1102-1)
0475-24-4286

夷隅土木事務所
建築宅地課

（お問い合わせ）千葉県建築指導課企画班 TEL：043-223-3181

県庁建築指導課
（千葉市中央区市場町1-1 中庁舎3階）
・各種申請審査、台帳記載証明、建築
計画概要書等の閲覧等に関すること
建築審査班：043-223-3188

・建築士や建築物の指導、建設ﾘｻｲｸﾙ法
に基づく届出等に関すること
建築指導室：043-223-3183

※野田市及び鎌ケ谷市は、引き続き限定特定行政庁であるため、各市が所管している建築に関する事務の窓口に変更はありません。



R07.03 千葉県建築指導課                    
千葉県の建築行政におけるオンライン化等について 

千葉県※では、各種窓口業務のオンライン化等を進めており、以下の URL か QR   
コードを読み取っていただきますと、オンライン化の手続ページ等にアクセスできます。 

ぜひご活用のほどお願いいたします! 
※特定行政庁又は限定特定行政庁の所管建築物等におけるオンライン化等については、各市へお問い合わせください。 

○建築台帳記載証明書の申請オンライン化について 
https://www.pref.chiba.lg.jp/kenchiku/tetsuzuki/daichokisaionline.html 
 

窓口システムでの検索により、建築台帳記載証明書が欲しい物件を特定し、オン  
ライン申請が可能です。手数料の電子決済（キャッシュレス）でのお支払いも可能で、
郵送費もお支払いいただくと、窓口に出向かずに証明書の申請→郵送交付が可能です。 

※ユーザー登録いただくと、証明書のオンライン申請が可能となるほか、オンライン
での建築計画概要書等の情報の閲覧も可能です。 

 
○定期報告オンライン受付システムの運用について 
https://www.pref.chiba.lg.jp/kenchiku/tetsuzuki/onlineuketuke.html 
 
 建築基準法第 12 条に基づく定期報告制度について、オンライン受付のためのシステ
ムの運用を開始しています。 
 
〇建設リサイクル法の届出・通知をオンラインで受け付けます 
https://www.pref.chiba.lg.jp/gikan/jigyousha/recycle/recycle/documents/recycletodokechirashi.pdf 

 
 建設リサイクル法第１０条の届出、第１１条の通知等について、「ちば電子 
申請サービス」によるオンライン受付を開始しています。パソコンやスマート 
フォンからいつでも提出できますので御利用ください。 
 
○建築士事務所の業務報告書のオンライン受付について 
https://www.pref.chiba.lg.jp/kenchiku/tetsuzuki/kenchikushi-j/jissekihoukoku.html 
 

建築士事務所の設計等の業務に関する報告書（業務報告書）について、オン
ライン受付の運用を開始しています。 

 
○建築指導課の所掌事務に係る AI チャットボットのページ 
https://www.pref.chiba.lg.jp/kenchiku/jigyousha/chatbot.html 
 

千葉県では、建築指導課が所掌する事務のうち、よくご質問いただく事項について、
24 時間自動応答できる AI チャットボットを導入しましたので、ご活用ください。 


